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第１日目（１２月１５日） 

○議   長（駒形正博君）  ただいまから平成１６年１２月、南魚沼市議会定例会

を開会いたします。 

ただいまの出席議員数は４４名であります。定足数に達しておりますので、ただちに本日

の会議を開きます。 

 なお、今定例会中、傍聴人の報道機関から議場内の写真撮影を行いたい旨の許可願いがあ

りましたので、傍聴規則第８条、ただし書きの規定により許可することにいたします。 

（午前９時３０分） 

○議   長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員

は、会議規則第８１条の規定により、議席番号７番・樋口和人君、及び議席番号８番・南雲

淳一郎君を指名します。 

（「７番、了承」「８番、了承」の声あり） 

○議   長  日程第２、会期の決定についてをお諮りいたします。本定例会の会期につ

いては、去る１２月１０日の議会運営委員会において協議していただいた結果、お手元に配

付をした会期日程表のとおり決定をいたしました。つきましては、本定例会の会期は本日１

２月１５日から１２月２４日までの１０日間といたしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

 異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日１２月１５日から１２月２４日までの

１０日間と決定をいたしました。 

○議   長  日程第３、諸般の報告を行います。報告はお手元に配付のとおりといたし

ます。 

○議   長  日程第４、市長施政方針を行います。 

○市   長  (施政方針を行う。) 

○議   長  以上で市長施政方針を終わります。 

○議   長  日程第５、報告第４号 所管事務に関する調査の報告について(継続調査)

を行います。議会運営委員長、笠原喜一郎君の報告を求めます。 

○笠原喜一郎君  (報告を行う。) 

○議   長  議会運営委員長の報告に対する質疑を行ないます。 

(「なし」の声あり) 

質疑を終わります。 

○議   長  次に総務委員長、牛木茂雄君の報告を求めます。 

○牛木茂雄君  (報告を行う。) 

○議   長  ただいまの報告に対する質疑を行ないます。 

○岡村雅夫君  今回の震災で、よそのもっと大きな被害を受けた地域では、小学校とかこ

ういった文教施設が避難箇所になっておるわけであります。今後防災計画も見直されるとい
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うような話でありますが、そういった中で、今回の視察でそういった場所に指定するには、

かなり無理があるなというような感覚で調査されましたか、それをお聞きいたします。 

特に私が住んでおる大崎小学校は、ここにも報告がございますけれども、非常に体育館等

も老朽化しておりまして、がりょうが崩れたりという平時でそういう状況があったわけであ

りますが、そういった「クラック程度」というようなとらえ方でいいのかどうか。ひとつそ

の辺をお聞きいたします。 

○総務文教委員長  最初の問題につきましては、考え方とすれば、確かにありましたけれ

ども、実際問題として具体的にはそういうものに対応することはありませんでした。 

それから大崎小学校については、時間の関係があり、被害が軽微であるという考えの下に

調査を行いませんでした。最初は予定に上がっておったんですが、時間の関係がありまして、

そこは見てきませんでした。 

○岡村雅夫君  私はこれで調査が終わったからといって、それで終わりではないと思いま

す。さらに掘り下げて、文教施設等、体育館等が避難場所として想定できるかどうか、これ

は早急に見るべきであると思いますので、続けての委員会調査あるいは検討をお願いいたし

たいと思います。 

実際に大崎小学校のグランドには、近隣の方々が車で避難したわけでありますが、勝手に

入るわけにはいかないわけでありますけれども、室内には入れないだろうというような感覚

を持っておったと思います。ぜひともそういったほかの地域もこれから防災計画を練る中で、

そういった強度については早急に調査をするよう、また委員会からもお考えいただきたいと

思います。終わります。 

○議   長  ほかに。 

(「なし」の声あり) 

 以上で質疑を終わることにご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認めます。以上で総務文教委員長の報告を終わります。 

○議   長  次に産業建設委員長、若井達男君の報告を求めます。 

○若井達男君  (報告を行う。) 

○議   長  ただいまの報告に対する質疑を行ないます。 

○岩野 松君  今の報告の中に、観光資源として六日町というかこの魚沼スカイラインの

ことは全然触れてありませんでしたけれども、当日そこにおられた方からスカイラインの道

も随分ずたずただったということを聞いておりますけれども、そういうことへの調査、報告、

それから質疑などありませんでしたでしょうか。 

○若井達男君  全くありません。委員会の段階で調査事項にもあがってきておりませんで

したし、当日も全くありません。 

○笠原幹夫君  施設災害の関係で、五日町スキー場のことが質疑の中で触れられています

けれども、私どもも現場を見て、上の方の崩落については今年度はとても仕事なんてできな
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いだろう、営業なんてできないだろうと、そういうふうに見たわけです。しかし、できない

だろうで済ませていられない、方向付けはやらなければいけないと。もちろんこれは、厳密

に言えば民間資本でやっている所ですから、公が手を出せないという状況もあるかと思いま

すけれども、今までの歴史的な経過から言えば、行政がかかわってきたということもありま

すので、方向付けではやはり知恵を出したりということが望ましいと思うのですが、委員会

ではそれらについて、具体的な話が出たのか出ないのかお聞かせを願いたいと思います。 

○産業建設委員長  今ほどの笠原議員の質問でございますが、やはりそのようなお話はご

ざいました。そして今ほど笠原議員がおっしゃるように、やはり議論の中でも同じ意見が出

ました。民間企業にどこまで行政として、タッチできるかというようなことでした。しかし

ながら、そうは言っても大事な基幹産業の 1 つである五日町スキー場であるということで、

その辺を含めた中でこれから十分な対応をそれぞれ協議した中でやっていかなければならな

いという、そういった協議がございました。 

○石原健一君  １点お伺いします。質疑の中で融資制度を積極的に検討していただきたい

というような質疑があったわけですが、それに対して具体的なこういう制度をやりたいとか

そういう答弁があったのかどうか。要するに商業はそのあれが出てくるのがこれからだと思

うんですよね。ちょうど年末にかかったり、繋ぎ資金というのが大変重要になってくるとい

うことで、そういう具体的な制度を検討しているのかどうか、答弁があったのかどうか。 

○産業建設委員長  やはりこの問題も大変重要な問題でございまして、質疑はありました

が、具体的な取り組み等についてどうこうという質疑はございませんでした。 

○産業建設委員長  このときの委員会ではございませんが、今、観光協会の方、また市、

それから各種関係団体の方としまして、この風評被害を少しでも最小限に押さえようという

ことで、キャンペーンが実際始まっております。そのうちの 1 つとすると、今月の２３日か

ら２８日までに神田商店街の方に行って、これはまず 1 つはパンフだと、そういうことでそ

れをダイレクトするというようなことで、どこまでの効果かはここでどうこう言えるもので

はありませんが、そのような形で始まっておりますので、その点を１点付け加えさせていた

だきます。以上です。 

○議   長  ほかに。 

(「なし」の声あり) 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認めます。以上で産業建設委員長の報告を終わります。 

○議   長  次に社会厚生委員長、種村俊夫君の報告を求めます。 

○種村俊夫君  (報告を行う。) 

○議   長  ただいまの報告に対する質疑を行ないます。 

(「なし」の声あり) 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 
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(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認めます。以上で社会厚生委員長の報告を終わります。 

○議   長  以上で所管事務に関する調査の報告を終わります。 

○議   長  日程第６、平成１６年請願第１号 ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉に関する請願を議

題といたします。請願第１号を産業建設委員会に付託しますので、審査をお願いします。 

○議   長  日程第７、第２５号報告 専決処分した事件の承認について（「平成１６年

新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する南魚沼市税の減免の特例に関する条例の制定に

ついて）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○税務課長  (説明を行う。) 

○議   長  質疑を行ないます。 

○上村 守君  今この条文を見せてもらったのですが、つらつらと聞いただけでは非常に

難しい内容だと思うんです。それで４条で別に記載した申請書を出さなければならない、そ

うしないと減免してくれない、と書かれているので、これを住民の皆さんに知らせる方法、

これをどう考えているのか。かなり噛み砕いていいあんばいに書いたお知らせを出さないと、

このとおり書いたのでは半分読んだだけで眠たくなりますから、どういう対策を考えておら

れるのか。周知の方法と申請の方法、これをまず聞かせてもらいたい。 

それから震災から約２月たつわけです。この間にこの被害にあった人達の中には、市に対

して「自分はこういう被害に遭ったよ」ということで、税務課等々に申請書の前に申告をし

ておられる方がいると思います。そこを税務課の職員はかなり見てまわって、実際にどの程

度の被害があるのかというのは、一定程度把握をされていると思うんです。その中で、この

対象者というのを――もう専決してしまっていますからあれですが――どの程度あって、今

現在税務課で知りうる対象者はどのくらいだというふうに考えておられるのか、この２点を

聞かせてください。 

○税務課長  お答えいたします。まず周知の方法でございますが、当然広報に載るように

手配をいたしました。それで文言はもちろん要点を噛み砕いて書いてございます。もう１つ

のポイントですが、正直言って、被害調査をほとんど終えましたものですから、もう該当者

がわかっているわけでなんです。ここにこう書いてありますが、実際には、半壊以上でない

と該当にならない。私どもは、対象者をもう既にあらっておりまして、実際１０名ほどであ

ります。生活再建の説明会のときにご説明を申し上げまして、書類を受け付けておりまして、

ご本人にこういう細かいことを申し上げてもあれですから、もう一括して申請書をお渡しし

て、それについて私どもが書き入れて調書はできております。ですので新しく広報をご覧に

なって「それでは」と言ってお手が挙がれば、それはまた私どもの方でもう１回見に行かな

くてはなりませんが、現実問題としてはほぼもれなく該当者は拾えたというふうに思ってい

るわけでございます。 

２点目の被害状況でございますが、大変資産税係に難儀をかけましたけれども、先ほどの

資料の中にございましたので、あの数字が全てです。ポイントとなる数字は、議員ご存知で
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すけども、実際行って調査した数は全部で３５０です。ほとんど中まで見ました。その結果、

カウントしてございますけれども、全壊が５、大規模半壊はございません。半壊が５です。

ただしこれは住宅でございます。一部損壊が２５９でございました。２６９という数字でご

ざいまして、それぞれもう始めからというか、最初の１週間ぐらいはだめでしたが、１週間

後からは、県から示された認定基準で、中まで見させていただいた家が大部分でございます。

ですのでおそらく広報をご覧になって、お申し込みになった方に対する漏れもないし、今申

し上げたようなことで把握はそう差異がないというふうに理解しておりますので、よろしく

お願いいたします、 

○上村 守君  今回の対応については、税務課長の報告のとおりでいいと思うんですが、

地震というのは終えた治まったがない話でありまして、またいつ震度５がくるか７がくるか

わかりませんので、そういう意味では今回のことをきっちり各行政区の区長さんに引継ぎが

できるような体制と言いますかね。今回は専決ですよ。しかし次の災害等が起きたときに、

「町ではこういう対応をするんだ」という今回がいい手本になったと思うんです。そういう

意味では各行政区の区長さんに――私にもいろいろ震災のときに、「おらの家は壁の中にひび

が入ったのだが、これは市役所の方に報告をしてちょっとは何かしてもらえるのだろうか」

というような問い合わせがありました。私もその現場をそれぞれ見たわけではありませんの

で、「とりあえず写真を撮っておいてくれ」と。壊れたところの写真を撮っておいてくれと、

で直したあとの写真を撮っておいてくれと。あとは業者の皆さんから直してもらった見積も

りを残しておけと。あとで市役所の方でそういう調査があるだろうから、報告をしなさいと

いうような指導をしたんであります。今回の震災というのはある意味では、将来にわたって

貴重なものを残しているわけです。「このときの震災ではこういう対応があった」ということ

が、各行政区で引継ぎができるようなものを、きっちりやっぱり作っていただいておいて欲

しい、というふうに思っていますので。その辺を含めて、行政区の区長さんとよく対応を協

議してほしい、というふうに思っております。以上でございます。 

○関 忠良君  私も関連してご質問申し上げますが、実際に今の各３委員会の報告を見ま

しても、公的な施設とかあるいは公的な道路、水道とかそういうものに対する被害額の概算

は示されておりますけれども、やはり正直言って、今回の地震は一般住宅でよく調査すれば、

どこの家でもなんらかの被害を受けていると。しかもその中で１００万円単位の被害を受け

ているものが、どこにでも該当するというのが現実だと思うんですよね。したがってただこ

の支援法の中には、半壊とか大規模半壊とか全壊とかという制限があって、対象がなかなか

絞られてしまうというところに私は問題があると思います。ですがいずれにしましても、例

えば私の隣の人はブロックが崩れ亀裂が入って、今、復旧工事に１００万円以上かかってま

す。私も建更を通じて調査してもらったら、１００万円以上の査定がでています。しかし、

生活に支障があってそこにはいっている危険家屋ではないという中です。そういう個々には

いろんな状況があると思うんですけれども、特に高齢者世帯は補修するにも所得がない。し

たがって再建に非常に困難な状況がうまれているわけですが、こういうことに対しての特例
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――条例は制定しても実態はなかなか救えない、この現実をどういうふうにこの行政として

カバーをしていくことができるのか、ひとつお答えをお願いしたいと思います。 

○税務課長  お答えいたします。議員のおっしゃることが一般住民の実感であろうという

ことは私も感じております。なぜこれほどその枠が厳しいのかと申しますと――まあまあそ

んなこと言うと議員ご存知のことですから、あまり言っちゃならんことでございますが――

やはり自助能力が第一で、非常に制限された方が対象であります。これは認めざるを得ない。

次に現実問題、ではどこまでやればいいかという線引きをするのがなかなか難しいものです

から、これもお答えにならんかもわかりませんけども、各自治体の判断にある程度任された

格好になっています。そうすると、各々の自治体が国の支援なくして、いわゆる手厚くやる

ことが現実に可能かということになるというと、誠に厳しいものがあるというふうには考え

ますけれども、私どものお答えできる範囲はこの程度でありますので、誠に恐縮であります

けれども税務課長としては以上の答弁でお願いいたしたいと思います。 

○市   長  今のご質問でありますけれども、極力そういう部分に対応しようというこ

とで、先ほど施政方針の中でちょっと触れておりますけれども、義援金の配分、これらを極

力ですね、皆さん方に配分をしたいということです。ただ配分委員会の皆さん方の結論がど

う出たかまだ私がちょっと伺っておりませんけれども。あるところでは、一部損壊といいま

すか、被害を受けた方には家屋には全戸配分しようとかですね、あるいは２０万円以上かか

った方にはいくらかの配分をしようとか、いろいろやってらっしゃるようであります。わが

市もそれらの実情を全部調査をいたしまして、先般配分委員会を開催させていただいて、そ

の皆さん方の結論を待っているところであります。そういう部分で救済と言いますか、援助

できる部分はやっぱりやっていこうと。これはあまり法律の枠といいますか、そういう部分

がない部分もありますので、それは中で対応できるものは対応していきたいという考えであ

ります。 

○議   長  ほかに。 

(「なし」の声あり) 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

(「なし」の声あり) 

討論なしと認めます。 

○議   長  お諮りします。第２５号報告、専決処分した事件の承認について（「平成１

６年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する南魚沼市税の減免の特例に関する条例の制

定について）は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認めます。よって第２５号報告は原案のとおり承認されました。 
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休憩をします。１１時５分に再開します。 

（午前１０時５５分） 

 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開します。 

（午前１１時６分） 

○議   長  日程第８、第２６号報告 専決処分した事件の承認について（「平成１６年

新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する南魚沼市国民健康保険税の減免の特例に関する

条例の制定について）を議題といたします。本案についての提案理由の説明を求めます。 

○税務課長  (説明を行う。) 

○議   長  質疑を行います。 

(「なし」の声あり) 

質疑なしと認め質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

(「なし」の声あり) 

 討論なしと認めます。 

○議   長  お諮りします。第２６号報告 専決処分した事件の承認について（「平成１

６年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する南魚沼市国民健康保険税の減免の特例に関

する条例の制定について）は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認めます。よって第２６号報告は原案のとおり承認することに決定をいたしま

した。 

○議   長  日程第９、第１号議案 南魚沼市助役の選任についてを議題といたします。

本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  (説明を行う。) 

○議   長  質疑を行ないます。 

○岡村雅夫君  人事案件ですが、いま経歴を市長が紹介されましたが、次の議案続いての

議案と人事案件になっていますが、経歴については、私の経験で旧大和町では経歴が配付さ

れました。これから無記名投票という投票に準じてまでやるということでありますので、私

は経歴は全て出していただきたいと思います。いかがでしょうか。事前に我々は、特に次の

議案等も私はぜんぜん存じておりませんので、こうした会議のときはそういう予定だったと

いうふうに私はとらえていたんですが、ひとつお聞きいたします。 

○議   長  休憩をします。 

（午前１１時１４分） 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開します。 

（午前１１時３９分） 

○議   長  日程第９、第１号議案に対する質疑を再開します。 
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(「なし」の声あり) 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議   長  お諮りします。本案は人事案件でありますので討論を省略したいと思いま

すがご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認め討論を省略します。 

○議   長  採決いたします。第１号議案 南魚沼市助役の選任について。本案は投票

により採決をいたします。 

○議   長  議場を閉鎖いたします。 

(議場閉鎖) 

○議   長  ただいまの出席議員数は４４名であります。 

次に立会人の指名を行います。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に議席番号

９番・牛木智恵美君、及び１０番・岩野松君の両名を指名いたします。 

(「９番、了承」「１０番、了承」の声あり) 

○議   長  投票用紙の配布をいたします。 

（投票用紙配布） 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 

(「なし」の声あり) 

 配付漏れなしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は無記名といたします。投票用紙に本案に賛成の方は賛成と、

反対の方は反対と記載してください。なお、会議規則第１２７条第２項の規定により、賛否

が明らかでない投票については否といたします。 

○議   長  投票箱を点検いたします。 

(投票箱の点検) 

 異常なしと認めます。 

○議   長  投票を開始します。議席番号１番から順次投票してください。 

(投票) 

○議   長  投票漏れはありませんか。 

(「なし」の声あり) 

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたしました。 

○議   長  開票を行います。牛木智恵美君及び岩野松君、開票の立会いをお願いしま

す。 

(牛木智恵美君及び岩野松君立会いの上、開票) 

○議   長  選挙の結果の報告をいたします。投票総数４３票。有効投票４３票。無効
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投票０票。有効投票４３票のうち、賛成４２票、反対１票。以上のとおり賛成多数でありま

す。よって第１号議案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

○議   長  議場の閉鎖を解きます。 

(議場開鎖) 

○議   長  日程第１０、第２号議案 南魚沼市収入役の選任についてを議題といたし

ます。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  (説明を行う) 

○議   長  質疑を行います。 

(「なし」の声あり) 

質疑なしと認めます。 

○議   長  お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略したいと思い

ますがご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認め討論を省略いたします。 

○議   長  採決いたします。第２号議案、南魚沼市収入役の選任について、本案は投

票により採決いたします。 

○議   長  議場を閉鎖いたします。 

(議場閉鎖) 

○議   長  ただいまの出席議員数は４４名であります。 

○議   長  次に立会人の指名を行います。会議規則第３１条第２項の規定によって、

立会人に議席番号１１番・牛木芳雄君及び１２番・上村 守君の両名を指名いたします。 

(「１１番、了承」「１２番、了承」の声あり) 

○議   長  投票用紙を配布いたします。 

（投票用紙配布） 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 

(「なし」の声あり) 

○議   長  配付漏れなしと認めます。念のため申し上げますが、投票は無記名といた

します。投票用紙に本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と氏名ではなく賛成、反対と

記載してください。なお、会議規則第１２７条第２項の規定により、賛否が明らかでないも

のについては投票は否とみなします。 

○議   長  投票箱を点検します。 

(投票箱の点検) 

 異常なしと認めます。 

○議   長  投票を開始します。議席番号１番から順次投票してください。あらかじめ

申し上げますが、休憩時間に入りますがこのまま審議を続けます。 

(投票) 
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○議   長  投票漏れはありませんか。 

(「なし」の声あり) 

 投票漏れなしと認めます。 

○議   長  開票を行います。牛木芳雄君及び上村 守君、開票の立会いをお願いしま

す。 

(牛木芳雄君及び上村 守君立会いの上、開票) 

○議   長  選挙の結果を報告します。投票総数４３票。有効投票４３票。無効投票０

票。有効投票４３票のうち、賛成４３票。以上のとおり全員による賛成であります。よって

第２号議案は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

○議   長  このまま第４号議案まで審議を続けたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

 このまま審議を続けます。 

○議   長  議場の閉鎖を解きます。 

(議場開鎖) 

○議   長  日程第１１、第３号議案 南魚沼市監査委員の選任についてを議題といた

します。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  (説明を行う。) 

○議   長  質疑を行ないます。 

(「なし」の声あり) 

質疑なしと認め、質疑を終わります。 

○議   長  お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略したいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認め討論を省略いたします。 

○議   長  採決いたします。第３号議案 南魚沼市監査委員の選任について、本案は

投票により採決をいたします。 

○議   長  議場を閉鎖いたします。 

(議場閉鎖) 

○議   長  ただいまの出席議員数は４４名であります。 

次に立会人の指名を行います。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に議席番号

１３番・関  進君及び１４番・笠原喜一郎君の両名を指名いたします。 

(「１３番、了承」「１４番、了承」の声あり) 

○議   長  投票用紙を配布いたします。 

（投票用紙配布） 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 



 - 11 - 

(「なし」の声あり) 

 配付漏れなしと認めます。念のため申し上げますが、投票は無記名といたします。投票用

紙に本案に賛成の方は賛成と反対の方は反対と記載してください。なお、会議規則第１２７

条第２項の規定により、賛否が明らかでないものは否とみなします。 

○議   長  投票箱を点検します。 

(投票箱の点検) 

 異常なしと認めます。 

○議   長  投票を開始いたします。議席番号１番から順次投票してください。 

(投票) 

 投票漏れはありませんか。 

(「なし」の声あり) 

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたしました。 

○議   長  開票を行います。関  進君及び笠原喜一郎君、開票の立会いをお願いし

ます。 

(関  進君及び笠原喜一郎君立会いの上、開票) 

○議   長  選挙の結果を報告いたします。投票総数４３票。有効投票４３票。無効投

票０票。有効投票４３票のうち、賛成４３票。反対０票。以上のとおり全員賛成であります。

よって第３号議案は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

○議   長  議場の閉鎖を解きます。 

(議場開鎖) 

○議   長  日程第１２、第４号議案 南魚沼市監査委員の選任についてを議題といた

します。森山幸子君の除斥を求めます。本案について提案理由の説明を求めます。井口市長。 

○市   長  (説明を行う。) 

○議   長  質疑を行ないます。 

○松田幸雄君  森山さんにつきましては、監査委員としては適任だと思いますが、現在社

会厚生委員会の副委員長に就任しておられます。私は監査委員については、無益で公正な立

場で監査にあたるのが適当かと思われますが、その辺の見解を市長いかがですか。お伺いい

たします。 

○市   長  常任委員会の副委員長をお務めだということでありますが、そのことが特

別公平さを欠くということにはまったく至らないというふうに、自分では認識をいたしてお

りまして、ご提案を申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○議   長  質疑を終わりることにご異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

質疑を終わります。 

○議   長  お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 
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(「異議なし」の声あり) 

異議なしと認めます。よって討論を省略いたします。 

○議   長  採決いたします。第４号議案、南魚沼市監査委員の選任について。本案は

起立により採決いたします。本案は原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

(賛成者起立) 

 全員起立であります。よって第４号議案は原案のとおり同意することに決定をいたしまし

た。 

○議   長  森山幸子君の除斥を解きます。 

○議   長  休憩をします。午後の再開を１時２０分にします。 

（午前１１時２０分） 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開します。 

（午後１時２０分） 

○議   長  審議に入る前に福祉課長より発言を求められておりますので、これを許し

ます。 

○福祉課長  （説明を行う。） 

○議   長  日程第１３、発議第７号 特別委員会の設置並びに調査の付託についてを

議題といたします。 

事務局長の説明を求めます。 

○議会事務局長  （朗読を行う。） 

○議   長  提出者の説明を求めます。 

○笠原喜一郎君  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認め質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

○議   長  採決いたします。発議第７号 特別委員会の設置並びに調査の付託につい

ては原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 

 異議がありますので、起立による採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。よって発議第７号は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第１４、選任第４号 市町合併調査特別委員会委員の選任についてを
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行います。市町合併調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定

によって、お手元にお配りしました名簿のとおり指名したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって市町合併調査特別委員会委員はお手元にお配りしました名簿

のとおり選任することに決定をいたしました。 

○議   長  日程第１５、第２８号議案 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び規約の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○総務課長  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認め質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

○議   長  採決いたします。 

第２８号議案 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変

更については原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって第２８号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第１６、発議第８号 平成１７年度地方交付税所要総額確保に関する

意見書の提出についてを議題とします。 

 事務局長の朗読を求めます。 

○議会事務局長  （朗読を行う。） 

○議   長  本案について提出者の説明を求めます。 

○笠原喜一郎君  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認め質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

○議   長  採決いたします。 

 発議第８号 平成１７年度地方交付税所要総額確保に関する意見書の提出については原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって発議第８号は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第１７、第９号議案 平成１６年度南魚沼市一般会計予算を議題とい

たします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  （提案理由の説明を行う。） 

○財政課長  （説明を行う） 

○議   長  質疑を行います。 

○中沢俊一君  ２点ほどお願いします。宮保育所が６：４の予算配分で繰越になるわけで

すけどもどうでしょうか、入園式あるいは卒園式、こういった場合に保育園本体の建物が使

えるかどうか、これをひとつお願いします。 

 もう１点ですが、震災の支援であります。市税並びに国保についての減免措置がなされる

ことがわかりましたが、もうここまでくればその額が確定していると思いますので、その額

を教えてください。もう一方の支援としては県と国の支援があるわけですけども、今現在ど

の程度の、なんと言いますか、額面どおりの支援が望めるのか。市税や国保の方は本当に微々

たるものと私は思っていますし、今回もあとで発議があるわけですけども、特別立法をきち

んとした上で、国・県の支援があった場合とそうでない場合、どのように今後の支援につい

て影響が出るのかちょっと教えてください。以上です。 

○保育課長  第１点目の宮保育園の建設に伴います２ヵ年継続の関係で、４月以降どうか

という事でございますが、本来ならば単年度で建築を完了する事業内容でありましたが、国

の都合で２ヵ年継続という内容になりました。実際的には既に現場では本体が建ちあがって

屋根も全部葺いてありますので、雪の対応等もできております。ただ、事業の執行はそれ以

上できないというような内容でございます。ですので、そこで執行の方は止めますが、４月

以降の流れといたしましては、４月中に建物を完成をさせて５月上旬までに引越しを行う、

という内容でございます。その後、旧施設の解体、あるいは園庭の整備等を行いまして、５

月の末日頃には完了するという内容で、たまたま補助金の関係等で年度をまたがざるをえな

かった、という内容ですので、４月１ヵ月間は東保育所との旧保育所での保育となりますが、

流れとしてはそういうかたちで行っているところです。 

○税務課長  減免の額の件でございますが、議員おっしゃられたように、市民税もそれか

ら固定資産税も４期のうち、あと１期しかないものですから、しかも計算してまいりますと

いうと、所得で全部違うんですけども、１０名ぐらい。１０名と申し上げました内２人は所

得が多くておそらくこれは該当しないだろうと。そうなってくると、その一個一個でまた今

度は計算をしてくんですけれども、額としては微々たるものだということだけ今は申し上げ

させていただきます。というのは、損害の程度が、被災認定基準と税金の認定基準が若干違

うんです。そうは言ってもあんまり違うのはどうかというのがございましたものですから、

よその状況を聞いてみますと、被災認定がというと半壊が、損害額で２０パーセント以上と
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なっています。先ほど条例をお願いしたときに、３０パーセントの損害ということになると、

その調整がございまして、ようやくそれを今朝ほど打ち合わせをして事務方としては腹を決

めたんですけれども、まだ決裁をもらっておりません。私どもとしてみれば、ここへ来て、

同じ一部損壊であるとか半壊でもってその片一方は２０パーセントで片一方は３０パーセン

トだという説明はあまりその馴染まないと思いますので、魚沼市さんと小千谷市さんが大体

一律にあわせようと。十日町さんはおそらく３０パーセントと２０パーセントと分けるんだ、

とこういう方針のように聞いておりますけれども、そこらを確認した上でやらせていただき

たいと思っておりますので、若干金額については、留保させていただきたいと、こういうこ

とでございます。 

○市   長  特別立法の関係でありますけれども、皆さん方新聞紙上でそれぞれご覧に

なっているという、私もその程度の範囲しかわかりません。が、現在の法律の運用、解釈で

相当の事ができるというふうに、国会議員の先生方はおっしゃっているようでありますし、

泉田知事は「官僚にごまかされるな」なんていうところまで言ったということです。確かで

すね、こういう非常時でありますから、現在の法律の運用である程度のことはできるという

ふうに私は解釈しております。ですがなおきちんと裏づけができるためには、やはり特別立

法があった方がいいということでありますから、当然特別立法を求めていく立場には変わり

ございません。例えば、それがならなくても、相当の、その災害復旧支援的なことは、国か

らしていただけるというふうに一応理解はしております。金額的なことについてはちょっと

わかりません。 

○中沢俊一君  宮保育所の件ですが、私の聞き間違いじゃないと思いますけども、「入園

式ぐらいはできるんじゃないか」というような、当時の町長答弁があったような気がします。

これについて、保護者の方への説明をきちんとしてあるかどうか。今後の対応をお聞かせ下

さい。 

 それから、特別立法の件ですが、やっぱり当初政府の方は、臨時的に応急措置は予算でや

ると。その後通常国会の中で立法化していく、というような発言をしたわけですよね。それ

で新知事が、そこに非常に不安を持っている、私もそう思っています。あれだけの行政経験

のある新知事ですから、その辺の立法化した部分としない部分では、かなりのその辺の逃げ

が私は出てくると思います。なもんですから市長からも、近隣の町村とよく連携をとって、

特別立法の確保に向けて動いていただきたいと、このように要望しておきます。 

○保育課長  入園式の関係、あるいは保護者の説明はどうなっているかということでござ

いますが、今ほど私申し上げましたように、事業が２ヵ年をまたぐ関係から、どうしても新

年度の入園式については、古い、旧の宮の保育所の方で行わざるをえないと、いう流れにな

っております。なお、このことにつきましては、１０月の段階でそれぞれ東保育所の保護者

の皆さん、あるいは宮の保育園の皆さん方にその辺の事情をご説明申し上げて、理解をいた

だいておるところでございますので、保護者の皆さんはそういう理解でいるだろう、という

ふうに認識しています。以上です。 
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○岡村雅夫君  ２点伺います。１点目は４４ページの土地売払収入でありますが、その内

容をひとつ説明を願います。 

 次に５６ページ、あるいは７２ページにあたる、合併振興基金についてお伺いいたします。

一般的に基金というものは基金条例等を定めて、そして運用する、ということが常ではない

かと思うわけでありますが、今回は基金を積み立てるための借り入れであるというふうにと

らえるわけでありますが、これについてもう少し説明をいただきたいと思います。 

○企画情報課長  基金の方の説明を先にさせていただきます。 

 今議会の日程の中で、２２日に基金条例の制定をする予定でございます。この合併特例債

ですけれども、一応、市町村が合併するために、基金を設けるということが合併特例債の中

にはソフト部分にあるわけです。それを今回１４億円程度積立てる基金というふうにしてお

るわけなんですけども、これの上限の計算式につきましては、合併に伴いまして、町村の負

担、数とか、そういったもので、計算するわけですけども、標準基点規模の総額が、計算い

たしますと、１４億７,１５２万円ほどになります。そのうちの９５パーセントが合併特例債

ということでございます。それから５パーセントが県の地域づくり資金ということで借り入

れて、総額がただいまの予算の中にあります１４億７,１００万円程度の金額ということで、

この全額を基金として積立てる予定ということになります。これから市の建設計画はありま

すけれども、そのためのソフト事業についての資金運用という形でもって、基金借り入れを

先に行って、スムーズな町づくりをやりたい、というのが内容でございます。これについて

は、また２２日の日の基金の方の条例制定案の中でも説明させていただきますけれども、以

上、概略説明させていただきます。 

○財政課長  財産の売払収入の方でございますが、六日町の方では長森の公園用地、これ

は八海醸造㈱だったと思いますけれどもこの辺の売却があるというようなこと。それから幾

つかのところでありますが、通常の赤線、青線の払下げ部分でのものもあるというようなこ

とでございます。それから上原の保育園跡地を売りに出したわけでございますが、なかなか

売れないというようなことでもございますが、この辺が１,４００万円。それから東泉田の教

員住宅が２,４００万円。それから六日町中学校のグランドが９００万円。その他いろいろの

そうしたものを含めて一応５,５００万円計上させていただいておりますが、売れるか売れな

いかの部分につきましては、その時点で売れなければまた補正をさせていただくというよう

なことになろうかと思います。以上でございます。 

○岡村雅夫君  この土地売払収入については説明をいただきましたけれども、「売れるか

売れないかわからない」というこういった説明がすぐにつくということは、非常にあやふや

な予算と言っては申し訳ないですが、やはりこうして予算計上するからには、ある程度見込

みがあるという説明がやはり欲しいと思います。これを要望しておきます。 

 次、基金条例を定めてということで、順番は逆になって予算計上ということの説明だった

かと思います。ソフト面とかなんかいろいろ言われましたけれども、この建設計画というの

は、我々が協議の中で報告をもらってるのは、双方の総合計画をそれぞれ列記して、そして
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県の審査を受けたという程度のものではないかな、というふうに建設計画については、私は

了解しているのです。そういった中でこの建設計画というものは、これから総合計画等をか

らめた中で、当然、これからの問題であるというふうにとらえます。 

 そしてもう１点は、さっき特別委員会もできましたけれども、「さらに塩沢町」とこうい

うことがどんどん進んでいるわけでありますが、非常に基金等の借金で、と申しますか、こ

の予算については非常に不確実な問題が多いのではないかな、というふうに思います。そこ

で、やはりちゃんとした総合計画なり建設計画をやった中で、「こういった事業をやる、こ

ういった事業はちょっと先延ばし」というようなその論議の方が先になければ。ただ借りら

れるから借りるということでありますと、この基金に積んでいても、それが他に使えるわけ

ではないのではないかな、というふうに。積立金ということは基金という積立ですので、そ

の目的があるわけでありますから、予算が足りないから使える品物ではないわけであります。

ですのであえてこの段階でこれをやらなければならないというのは、いかがなもんかなとい

うふうに思いますが、市長の見解を求めておきたいと思います。 

○市   長  先程ちょっと説明を申し上げましたように、この基金の原資、果実ですね、

果実、原資じゃなくて果実ですが、これをソフト面に運用しながら新市建設計画の実行の一

助にしていこうということであります。今、岡村議員がおっしゃったように、なるべく早く

大和地域においては地域審議会、そして全体的には総合計画審議会を設置をして、新市建設

計画にのせた事業について、１０ヵ年の総合計画を作ってもらわなければならないわけです

ね。その作る際にも、果実が運用できるわけですので、当然今ここで基金を設置をして、そ

の果実をさっき言いましたように、ソフト面でありますから、例えばその審議会の、なんと

いいますか費用、あるいは早急に実施をしなければならないものの設計だとか、そういう部

分も含まれてくると思います。そういうことに当てていこうということであります。順番と

いたしましては先程申し上げましたが、新市建設計画というのは、積み上げで約２７０億円

を超える建設計画ができているわけでありますので、それをどこからどういうふうに実行に

移していくかという段階を早く迎えたいと。そのためには早く総合計画審議会を設置しなけ

ればならないということでありますけれども、今度は塩沢町さんがどうなるか、というこの

部分もあります。ただそれはそれとして、今までの旧大和・六日町の部分については、特別

そちらに関係のない部分で実行できるという部分もあるわけですので、その辺を総合計画の

中で早く練っていただきたい。総合計画の審議会もなるべく早く立ち上げていきたいと、そ

ういうことですので、ご理解いただきたいと思います。 

○岡村雅夫君  先程の課長の説明でいきますと、１４億７,０５２万円ですか、それが９５

パーセント。そして地域づくり資金で５パーセント。という１００パーセントですよね。合

併財政計画のシミュレーションの中で、１００パーセント使うことという前提ではないと。

財政計画からしてみると、６０パーセントぐらいで抑えなければならないのではないかとい

う議論だってあったわけであります。そうしますと、やはりこの満額を借り入れをしておこ

して、そして基金としていくというあたりは、やはり無謀なところが出てくる、というふう
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に言わざるをえないんです。ですから、ソフトの面でやるのであれば、もっともっと少ない

数字で済むわけでありますので、そういう点で、いくら７割が補填されるからといいまして

も、３割については後年度負担がどうしたってくるわけであります。そうしますと、やはり

もっともっと計画の方が先に行くべきであって、１００パーセントまず借りるということ自

体、これはいかがなものかなというふうに私は考えるんですが、所見を伺っておきます。 

○市   長  新市の建設計画に用いる、建設用に用いる合併特例債、これは前々から申

し上げておりますように７割、７０パーセントを後年度、交付税でみてくれということです。

この今の基金にするものとそれとは一緒じゃありませんで、これはまた特別に支援策があっ

て、その先ほど言った９割とか９５パーセントとかですね、そして借入れたものを今度はこ

のまま積んでいたって今は１パーセントにもいかない利息でありますから、それをどう運用

していくか。一般会計の方で運用するのか、それはこれからのまた皆さん方との相談でもあ

りますけれども。そして運用益を出しながら、新市建設計画の、そのソフト部門をここでな

るべく対応していこうとこういうことですから、その建設計画に充てる費用というふうに理

解をいただかないでいただきたいと。別個にちょっと考えていただければありがたい。 

○笠原幹夫君  ２、３点お聞かせ願いたいと思います。 

 まず、７２ページの最初にありますＥＴＣの購入助成金の関係ですが、その後にまた取付

道路等の建設費の関係が出てくると思うんです。私ども合併のいろいろな話の中では聞かさ

れていますけども、具体的に聞かされたことがないので、その計画とかそういうものがわか

らないわけです。確かこの助成金でなるべく皆がつけてくれと。機械をつけてやってくれと

いう話が出てると思うんですが、実際今どの程度進んでるのか、何台ぐらいやられてるのか。

それから、利用率がどのくらいになった場合どうだという、確かあれがあると思うんです。

あまり利用が少なければ、撤収しなければならないという話も聞かされてるわけですが、そ

の辺は実際数字的にはどうなのか、ひとつこの際ですので説明をして欲しいと思います。 

 それから、特例債と総合計画の関係、建設計画の関係。今ほど岡村議員からもお話があり

ましたけれども、やはり問題はその具体的な総合計画、いわゆる建設計画からくる総合計画

が全くまだ見えてないものですから、いかんとも、ちょっと不安なところが出てきています。

それで例えば、塩沢町が合併に参加すれば、１番最初にやるのは庁舎の建設だなんてことが、

まことしやかに流れてみたりいろいろするわけです。それは人の噂やなんかに戸を立てるわ

けにいきませんから、どうしようもありませんけれども、しかしそういうのが出てくるとい

うのは、総合計画で実施計画等がまだできてないというところにやはり問題があるのだろう

というふうに考えます。 

したがってそういう前に、この今回の１４億円の基金というものと、俗にいう特例債の建

設計画に使えるような金との違いといいますか、そういうものは確かにあると思いますけれ

ども、しかしやはり計画がないのに借金して積立をするというやり方について、みんなそん

な形でやってしまうのかなという不安が、やっぱりどうしても拭い去れないという点がある

わけです。具体的に、実施計画はいつ頃本当に作る予定ですか。それの目途がありましたら。
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例えば、「部分的にでも、ある程度その年度末までにはやるんだ」とかあるいは「年度を越

えなければだめだ」とか、そういうそれぞれの計画があると思いますので、もし今ありまし

たらお聞かせを願いたいと思います。 

 それから、災害の方の関係、地震の方の関係ですが、いわゆる南魚沼市として――法的に

は決まっていないし、義援金と違うけど義援金と同じような性質をもつのかわかりませんが、

南魚沼市として――こういう手助けをしたいとして、住民をやっぱり激励をして、「元気で

やろうじゃないか」というひとつの足しになるような何かを考えているのか。県が、あるい

は国がいったものを、該当したものは該当させます、適用させます、それだけで終わるのか。

今大変なところへきている川口だとか小千谷とか長岡等もそれぞれ自治体独自のいろいろな

施策も織り込んで、住民を励ましてるという状況もあるわけですので、そういう点で南魚沼

市というのは、そういうことは全く考えないのかどうか。 

特に、私どもがまわってみますと、かなり壁が落ちたとか、屋根の瓦のグシがみんなふっ

飛んでしまったとか、外壁が落ちたとか、そういうのはかなりあるんですね、被害として。

しかし、テレビで連日、川口などの状況を見ますと、「俺らのところは文句なんか言っちゃ

いけない」という気持ちになっていることも事実です。したがって少しずつそういうのを修

理すると、すぐにでもかなりの金額があがるんです。ところが、先程ちょっと触れましたけ

れども、もし現状維持といいますか、災害復旧は現状維持、改良部分は本当は認めないとい

うのが災害復旧だそうですので、じゃあ例えば壁が落ちたときにどういうふうにして直すか。

現状維持といえば同じ色の壁を塗ってすればそれは現状維持だと思うんですけれども、しか

しその部分だけなかなか直すということはできないから、例えば、パテで穴をふさいで、上

へクロス貼るとか、そういうことをして皆やるわけですね、替えるのは。そういうのはじゃ

あ、全額認められるのか。そういうことがわからないわけです、一般の町民はね。現実の問

題としてそこへぶつからないと。したがって、うちはこのくらいかかったけれど、はたして

対象になるのかな、という問題がおきてくる。特に、半壊だとかそういうのはまた別ですけ

れども、その一部損壊ですね、これをどう見るかというのはやっぱりきちんとした行政が対

応しないと、またいろいろ問題がでると、私はそう思っています。なかなか基準というもの

ががないものですから。２０万円という金額の基準はありますけれども。そういう点をどの

ような指導をしていこうとしてるのか、お聞かせを願いたいと思います。以上です。 

○市   長  総合計画及び大和地域の地域審議会の件でありますが、今議会を終了いた

しまして、大和地域の審議会につきましてはなるべく早くということをお願いしてあります、

なるべく早く。地域のまた選出の議員の皆さん方にも、人選といいますかご推薦等も願いた

いというお話は、一応議長の方には申し上げておりますが、これからそれぞれお願いしたい

と思っております。 

 総合計画につきましては、今議会で塩沢町との法定協議会の設置が議決をいただけました

ら、それを機に具体的に、いわゆる今の南魚沼市の総合計画の審議会の発足を極力早めに考

えたいと思っております。できれば年度内には、本来は大体１月頃いつも総合計画審議会を
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やるわけですので、新年度予算にある程度反映をさせたいという部分も出てくるわけであり

ますので、でき得る限り早くと思います。ですがちょっとどうも１月までには無理という感

じがいたしておりますが、遅くともできれば年度内に、これは塩沢町さんとのことはいった

ん別にして、設置をしていきたい。ただ人数が今限られてるわけでありますので、塩沢町さ

んが入ってきた場合にも、例えば塩沢町さんの方からも何名かの委員が選出いただけるよう

な、そういう範囲の中での設置も１度は考えなきゃならんかなと。その辺を今模索中であり

ますが、極力早めにという思いで今、事務の方に指示をしておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 この、震災に対する、市独自のということでしょうか。先程ちょっと触れました義援金の

配分方法については、後段のご意見でありますけれども、これは極力やはり該当させたいと

いう思いであります。ただ、グレードアップをしたものを全て対象にするということは、こ

れはやはり公平不公平の部分、公平の観点からいいますと、ちょっとそれにもとりますので、

そのグレードアップ部分はちょっと勘弁していただきたい。ただ、極力拾い上げて、「なる

べく大勢の皆さん方に、この義援金を少しでもやっぱり余計配分したい」という思いであり

ますので、そんなにいちいち細かいことにこだわらない方向に持っていきたいと。ただ、さ

っき言いました「馬鹿げに不公平であったぞ」というようなことのならない、ここに一番力

点を置かなければならないと思います。簡単にいいますと、先程課長が申し上げましたよう

に、グレードアップ部分はちょっと勘弁を願いたいという、その点から始まっていきたいと

思っております。なお、配分委員会等の皆さん方の審査的なこともあるかと思われますので、

その辺はまた、そういうことでよろしくお願いしたいと思っております。 

 独自策につきましては、個人的な部分について、例えば、農地の復旧、これらも小規模災

害に該当しないという部分がございます。しかしながら、今のままでは作付けができないと。

そういう部分を今拾い上げております。あるいは、観光施設的な部分もこれからやはり相談

していかなければならない。全然、市が対応しないということにはならないと思いますので、

極力そういう部分が国・県の補助の対象にもならないどこからも救われる道がないと、こう

いうことも確かあるかと思われます。そういう部分についても、市の方で極力対応をしなが

ら、この地域の産業の衰退につながらない、そういう方向を見出していかなければならない

という考えでありますので、またよろしくお願いいたします。 

○企画情報課長  前段のＥＴＣ車の購入の件をご説明いたします。 

 旧大和地域で１０月２５日までにこのＥＴＣ車の補助事業を行ったわけですけども、実績

が大和の分が１８９台ということでございました。この後、新市に引き継ぎまして、今日の

広報に出るわけなんですけども、補助要綱を市の方でも引き続いて行いたい、というような

ことで、車載機の購入、それに伴います取付料に対して１万円以上かかる経費につきまして

５,０００円を補助するという内容でございます。今回の予算の中には大和町部分を除いた全

体で４９０台分の総額ということで、今回の予算が２２５万円というふうになっております

けれども、これについては旧大和町の取扱いと同様なことを考えまして、市の方でも行うわ
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けです。旧の場合は、業者の指定があったわけなんですけども、取り付け業者は取り払って、

どの業者から購入しても対象にするということになりますので、今回広報等で見まして、皆

さんからまたご活用いただければありがたいというふうに思っております。よろしくお願い

いたします。 

 インターの通過、１日２００台を予定しております。そういったことで社会実験を行う予

定だったんですけども、この地震のために若干遅れてるというようなことで、年度が明けた

頃、社会実験に入る予定になっております。これについても、長岡国道事務所等々とまた協

議しながら進めていきたい、というふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

○笠原喜一郎君  １点だけお聞きをいたします。１２２ページの緊急地域雇用創出事業に

ついてお伺いいたしますが、この、八海山はな苑、それから雪像・雪灯篭制作事業について、

もう少し詳しく説明をお願いいたします。 

○商工観光課長  １２２ページの下の方から１行、２行のところにございますが、八海山

のはな苑のことでございます。ここにつきましては旧国土計画の土地をございまして、かつ

ては開発行為をやりたいということで土地を持っておったわけでございますが、現下の状況

のなかではできないというような形の中で、単地化といいますか山みたいな形になってござ

いました。ということでそこの場所をお借りするような形で、整備をしたらどうだというこ

とで、地元の観光協会と八海山の民宿組合、それから（株）国土の皆さん方が相談をされた

ようでございまして、とりあえず雑木を取り払っていただきまして、それから花の種を供給

するなり苗を供給して、そういう場所を１回整備してくれというような要望の内容でこれを

やってございます。一応額としては１,２００万円ほどを予定してございまして、今のところ

２業者にこれを発注いたしまして概ね完了に近いような状況かなというところでございます。 

 それからその下の雪像と灯篭の政策でございますが、六日町の駅から雪まつりの会場に燈

篭を作ってその間に雪像を作る、というような形で、若干今の雪まつりをもう１回見直しを

する中でグレードアップをしてみたいというような考え方でやってございまして、まだ詳細

は決まっておりませんが、要は駅前から会場までそういうものを作成して、来たお客さんに

喜んもらおうというような内容でございます。 

○笠原喜一郎君  花事業から先に質問させてもらいます。この事業については緊急雇用と

いうことですから、繰り越しはできないわけですね。今、雪が降らないわけですから業者の

方が整地をしている部分がありますけども、ではそれを花を植えて、そして管理はどうなん

だといったら、それについてはないんだと、それはボランティアだ、ということでありまし

た。民宿組合の皆さん方も、これは賛否両論あったと。昨日も担当の方がいましたので聞い

た中で、別に反対なわけではない。けれども２ヘクタールもの敷地のところへ花を植えてそ

れを自分たちで管理をしろといってそれはみんな無償だ、という中で良いことに越したこと

はないけども、これがはたしてどのくらいかかるのかというようなことで、なかなか心配を

していた部分があります。 

 もうひとつのこの雪灯篭についてもですね、確かに駅前から雪祭り会場まで雪灯篭を作る、
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それはないよりはあった方がいい。しかし、これは緊急雇用でありますから１年の事業です

ね。では来年どうなんだと。やはりいくら県からの補助金、まあ１００パーセントの事業で

あっても、その事業をやることによってある程度の効果を生み出すという部分、あるいは来

年にどういうふうにつなげるかという部分を、きちっとやはり作った中でやらなければ、私

は事業の無駄遣い。ましてやこれは県の事業の中で、今、中越地震で他にお金をまわすとこ

ろはたくさんあるはずなんです。今のこのものは急に出てきた。それは事業をやるところが

なくて、まあどうだということで出てきたというふうに、聞かせてもらったわけですけども、

やはり県も姿勢を改めなくちゃならないと同時に、それを受ける市も、どうせやるならばこ

の事業をやることによって、どういうふうにつなげていくか、ということをやはりきちんと

作った中で、事業をやっていただくべきだろうと思います。その辺をもう一回お聞きいたし

ます。 

○商工観光課長  おっしゃる部分、当然ございます。私もこの事業を聞いたときには、雪

降り前にこれが本当にできるのかということを、実は危惧したわけでございますが、確認を

しましたら、べいめいはつけるが、雪が降ってできない段階でそれは打ち切りだよと、いう

ようなことで県の方から伺ったという話がございまして、そういうことであれば、やったと

ころまででいいのだな、というので私の方もＯＫを出したわけでございます。ただ、これは

私どももそうなんですけれども、なにかをやったからその後のことは全部また面倒見ましょ

うということで、やっぱり地域のまた振興というか、そういう部分もないわけですし、いつ

も市役所ダミーというような形になるわけでございます。ですから、私どもは今この事業を

入れていたという考え方の中には、ひとつのきっかけとして、地域の皆さん方が、改めて考

え直していただきたいと、いうような意味を含めましてこれを採択をさせてもらった内容で

ございますので、ご理解いただきたいと思います。 

あと、八海山の方の関係につきましては、実は私も昨日八海山の民宿組合の会合がござい

ましたので、そこに行って、これも私どもが無理やりお願いをしてやらせたんだよ、という

ことではないはずですので、「きちんとこの後の、管理も含めて、また協議をしてください

よ」ということで話はさせていただいております。ですので私の方で、やったけれどもあま

り効果が出ないということのないように一応確認をさせていただくような形で今後もしたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○小島正明君  ３点ほど質問させていただきます。４５ページの一般寄付金。先程県から

の義援金の配分につきましては、配分委員会でそれぞれ用途は説明がありましたのでわかっ

たんですが、この中に入ってまいります震災災害見舞金、これのいわゆる配分といいますか

使い道といいますか、方針が出ていたらひとつお聞かせいただきたいと思います。 

 それから先程来出ていますいわゆる合併特例債の基金の問題なんですが、これは合併支援

の中で基金造成に対する財政措置ということで支援制度があるわけでありまして、これから

条例が後日出てくるわけです。その中身を見ますと先程市長の答弁の中にありましたように、

この基金の場合はあくまで運用益、運用益を一定目的に使っていくんだというふうな目的で
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あるようです。また例えば繰替運用、繰替運用できるけども必ずその場合には確実に基金に

戻す、というふうな中身になっているわけですが、最初作る基金の元金。元金には手をつけ

てはならないのかどうなのか。その辺ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 それからもう１点この合併の関連で、合併に対する財政支援の中で、合併直後の臨時的経

費に対する財政措置という制度があるわけでして、これは一応普通交付税で措置をするとい

うことです。ちょっと前の資料ですけれど、南魚３町の場合には５.３億円、５ヵ年でという

ことなんですが、２町ですからこの金額はかなり下がっているとは思うんですが、今回のこ

の普通交付税の中に、いわゆる合併直後の臨時的経費に対する財政措置という支援制度がこ

この交付税の中に入っているかどうか。この３点だけちょっとお聞かせください。 

○財政課長  まず１番最初のご質問でございますが、寄付金の中に災害見舞金ということ

で１,４００万円、歳入になっております。先程ちょっと舌足らずで申し訳ありませんでした

が、義援金の方は県から町にきますが、町の予算を通さないで町がいったん預かった形でそ

れぞれの皆さんに配分すると。で、県の方には振込通知の写しか何かで報告しなさいという

ような指示になっていますので、その部分は予算は一切取っておりません。それからこの災

害見舞金につきましては、一応義援金というような意味合いのものも中にはあったんですが、

そういう場合はお持ちいただいた方に、義援金であれば町としては今受け付けてないので、

直接県の義援金の方なりあるいはいろいろの放送局なり、それからいろいろなとこでそうい

う義援金を受け付けていましたので、そちらの方を紹介しました。義援金でない見舞金でよ

ければ、というようなことで町で受け入れさせていただいて、受領書の方もその人に差し上

げていたという、そういうやり方でありました。この見舞金のその辺の意味合いは、義援金

と主旨を違うというような理解をしております。そうはいってもいろいろ災害復旧にかかり

ますので、先程いろいろ国・県の支援事業がありますが、その町負担の部分に適用させてい

ただきたいと。中小企業の貸付金制度にも相当、保証料の補給ですとか、あるいは貸付金制

度での町の負担等もそれぞれ出てきていますので、そういう部分に該当させていただきたい

と、こう思っております。 

 それからついでに交付税の方でございますが、一応交付税の中にはその辺の合併支援の部

分は算定して予算計上させてもらいましたが、先般、県の方から、こういう災害が起きたの

で入れるは入れるんですが、また災害の方を優先するというようなことの意味合いがありま

して、通常のこれは特交の方ですが、特交の方ではもう通常の４割ぐらいの支給になるから、

そういう覚悟をしておけというような、事前の通知がありました。また１２月交付の特別交

付税の交付も先般マスコミで発表になったところでありまして、中でもやはり通常の１２月

交付の分は、３月の方へやって、とりあえず災害の方と合併のものは入れたというようなこ

とを言っておりますけれども、中身的にはまだちょっとこう精査をしてみませんけども、入

るには入ると言ってはいながらも、かなり減額されるような心配はしております。そういう

状況でございます。 

○企画情報課長  基金の運用益の関係ですけれども、先程から言っていますように、運用
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益ということで・・・・（「運用益じゃなくて基金の元金」の声あり） 

繰替運用は、できるということですけれども、１０年間が限定されていますので、その間

は運用益が原則ということになります。その後は自由に使う、ということになりますので、

新市の計画がこの辺あたりで調整ができますれば、その１０年後にはそれを全部取り崩すと

いうことになります。 

○小島正明君  ありがとうございました。市長にちょっとお考えをお聞きいたしますが、

先程の１,４００万円の見舞金、まあ見舞金というと非常に窓口が広くて、今課長が言ったよ

うに「何に使っても」ということが考えられるんですが。先程来向こうでもいろいろ議論が

ありますように、例えば個人個人の被害をうけられた方にこれを配分する、ということは非

常に難しいのかどうなのか。私の解釈とすればそういった被害にこれを配分できるのかなと

いうことで期待していたんですが、どうもそうではなさそうです。市長のその辺のお考えは

どんなものでしょう。 

○市   長  この見舞金につきましては、主旨がですね、やはり「旧大和町あるいは旧

六日町に、今は合併しましたが南魚沼市のために、この災害を早く復旧してくれ、そのため

に役立ててくれ」という主旨がほとんどであります。ですので、当然町の中に、市の中に受

け入れしますとそれをまた、もう一度個人に配分ということはちょっと考えずらい。公共的

な部分で使わせていただきたいというふうに思っております。今日、実は東京県人会の皆さ

ん方が、米山会長以下おいでになりました。どうしても旧六日町分と旧大和分で寄付したい

のだと。だから市民の皆さんには広報等でそういうことをちゃんとやってくれと。やっぱり

そういう思いでありますね、そういう皆さん方は。ですから、市の復興に、公共的な部分に

補填をさせていただいたり、使わせていただきたいという部分でありますので、よろしくお

願いいただきたいと思います。 

○議   長  質疑の途中ですが、休憩をします。３時１５分、再開します。 

（午後３時００分） 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開します。 

（午後３時１５分） 

○議   長  第９号議案についての質疑を続けます。 

○若井達男君  ２点ほどお伺いします。この一般会計を全部まとめて、パッと説明してい

ただいたものでなかなか私が聞き落としがあったんじゃないかなと思いまして、その点はひ

とつお許しをいただきたいと思っています。 

 ページは１１８ページ。この災害廃棄物処理事業費というようなことで、国庫補助をいた

だいた中で、この災害住宅の収集、運搬委託、当然そういう前段にはその分別が出てくるわ

けですが、この内容をひとつ、聞かせてください。 

 もう１点ですが、この歳入の方になりますが、ページで４０ページですか、この家畜排せ

つ物利活用施設整備事業補助金ということで２分の１、２億２,５００万円ですか、倍にする

と４億５,０００万円ぐらいになろうかと思いますが、この歳入に関わってくるのが、補足資
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料にもあります、主な事業、新規事業等の中に出てくる広域有機センター建設事業の４億６,

０００万円に関係があるのかどうか。また全く別なものであるか、その辺の説明をあわせて

お願いいたします。 

○環境課長  それでは廃棄物の補助金について説明させていただきます。 

 この事業につきましては、解体を除いて運搬、処理が対象になっております。補助率は２

分の１でございます。ただ、分別が大変でして、市におきましては一応１１の形で分別させ

ていただいております。１番目が廃木材。２番目が細かいものの廃木材。３番目がコンクリ

ート・ブロック等。４番目が廃プラスチック。５番目がトタン・ブリキ、ようは金属類。そ

して６番目が畳・絨毯等。７番目が焼き瓦。８番目が衛生陶器等。９番目がガラス。１０番

目が石膏ボード等壁等。そして１１番目が解体残渣。に分類させていただいております。た

だ、石膏ボードと瓦関係につきましては、収集場所がございませんでしたので、岡村リソー

ズさんの脇に私有地がありましたので、そこに収集させていただいております。あとは木材

を除いたすべてのものは、小出の環境センターの方に一応ストックして、あそこで仕分けを

してございます。以上です。 

○農林課長  それでは、家畜排泄物の利活用の件でございますが、ここに２億２,５９１万

８,０００円ということで、計上させてもらってあります。これは資料の方の広域センターの

４億６,３３５万円ということで歳出の方、計上してあります。このうち約４億５,０００万

円が補助対象事業費ということになっておりまして、その５０パーセントということで計上

をさせていただいております。 

○若井達男君  今ほどのその事業内容はわかりましたが、現実にどちらのそういった解体

家屋が出ておるのか。たいそうな、分別委託料が８４万円、その１１種類に分別されるとい

う中で、手間がかかる、金がかかるといいながら少ない金額であって、反対に２,５００万円

も搬送料がかかると。どこからどこへ持っていくのか――これは今ほどの説明で小出のエコ

プラントですか（「島新田です」の声あり）島新田ですか。今、小出というようなお話だっ

たものですから、小出であればエコプラントかなと思うんですが、これはじゃあ島新田の方

へ持っていかれるということですね。そうしましたら、どこの現場のものが、現場というよ

り地域のものがこういう形で出てきて、この２,５００万円ほどの運送費になるのか。その辺

を今ひとつお聞かせ願いたい。 

 そして、その解体の中に、先程も説明がありました石灰・瓦等は、他のところにおいて処

分でなくて一時置きをしておると。そのあとの石灰についてはどういった処理をされるか。

確か石灰処理については、県内国内でも受付をするとり手は、出雲崎のエコパークでもとら

ない。私どもが聞いているところは、九州の大牟田の方まで持っていかなくちゃならない。

１トン５万２,０００円もかかる、というような話を聞いてるわけです。それらがこの国庫補

助の対象になってくるのかどうか。あとでやはり単独費で持ち出してやらなければならない

のかどうか。そういう問題が懸念されますが、その点はいかがですか。それをひとつお願い

します｡ 
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 それから、この有機センター事業ですか、２億２,５００万円で４億５,０００万円、２分

の１補助。そしてその中に、これは当初合併前には広域連合の方でやるというのを、これは

大和の方のＪＡみなみですか、そちらが主体になってやるというような話も伺ったことがあ

るんですが、そのときに旧六日町とすると９,９９０何万円の負担金があると。そして、旧大

和で２億円、塩沢で１億円あるという話を、とんかちな頭で薄らに伺ってきておるのですが、

もしそういうことになったとすると、この補助金の２億２,５００万円と各旧町の負担金の整

合性はどういったふうに考えればいいのか。ただ、今私がこの事業が同じ事業であるかどう

か、その辺のたてわけがついてはおりませんので、この有機センター事業について、旧町に

おいてはそれぞれ負担金というものをもって、今年度予算にそれぞれ組み入れておったわけ

が、２町が１市になったということでそれはそれでいいわけですけど。その辺はどのように

理解すればいいか、その点をまたひとつお聞かせ下さい。 

○環境課長  まず被害の状況でありますが、大和町地域で全壊２、六日町の、これは押出

と読むんでしょうか、あそこで３軒。あと半壊が、午前中にも説明がありましたが５軒あり

ますので、一応それを見込んだもので、計１０軒で積算してございます。先程も言いました

が、石膏ボード、焼き瓦等はここで処分できませんので、先程議員さんが言われたとおり、

出雲崎のエコパークの方に搬入になる予定ですし、今のところ補助対象になるように保健所

を通じて指導をいただいております。 

○農林課長  ただ今の質問ですけれども、まず最初に、当初は４町事業の中で広域連合と

いうものがあるというようなことで、この事業についての事業主体は、最初広域連合がいい

んではないかと。そういうことで私どもの方でも広域連合と若干調整させてもらったいきさ

つはありますけども、広域連合においては、この有機センターいうものについて、広域連合

の方では少し受けられないというようなことになりまして、これは大和町が現在堆肥センタ

ーがあるわけですけども、そういうものの中から、大和町が事業主体となってやって下さい

ということになりまして、事業主体は大和町、旧大和町になっております。したがいまして、

合併しましてそのまま南魚沼市というのが事業主体になるということでございます。ですの

で補助金につきましてはすべて南魚沼市が補助金の受け入れをいたしますし、塩沢町、湯沢

町から負担金としてそれぞれ、今のところ８００万円、塩沢町から約３,０００万円という形

で歳入としてみておるということでございます。ここの資料の４億６,０００万円というこれ

は、市の事業費としてこのぐらいかかるということで歳出をあげさせていただいたというこ

とでございます。（「２億２,５００万と関連があるかないかといっていますが、全然関連が

あると言わないが」の声あり） 

○農林課長  当然、このうちの半分が補助金でございますので、それは関連性のある事業

でございます。 

○若井達男君  ４億６,０００万円の事業費の中で２分の１、２億２,５００万円のその補

助金を使うという形でやられるわけですね。そうすると当初の各町の負担金の扱いはまた、

もうそれは他に考えていくと。そういったことでこの２億２,５００万円は関連が、この建設
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費の中の２分の１だということで理解すればよろしいと、いうことですね。その前段に予算

化されたものについては考える必要はないと。９,９９６万円だったか８万円、旧六日町とす

ると予算化しておったわけですが、そういったものは考えなくていいと、そういうことでい

いわけですね。そういうことでひとつ答弁がありましたらまたお願いします。 

今まだついでに、もう１件まだこっちで関連があります。先程、出雲崎エコパークに石灰

を持っていかれるとおっしゃいましたね。（「石膏ボードです」の声あり）石膏ボードね。

あそこはそれ受け取るんですか、石膏ボード。受け取ればいいのですけど。（「受け取りま

す」の声あり）はい、なるほどわかりました。それで結構です。ではひとつお願いします。 

○農林課長  もう１回説明させていただきます。まず事業主体は南魚沼市ということにな

ります。したがって事業費の４億６,０００万円ということでここに計上させてありますけど

も、執行は南魚沼市でさせていただくということになりますし、補助金の受け入れ先につい

ても南魚沼市になりますので、この歳入の４０ページに記載されております、２億２,５００

万円が南魚沼市として引き受けるということになります。それ以外の経費については、南魚

沼市については一般財源になるわけですけども、塩沢町、湯沢町については、それぞれ経費

案分で徴収させていただくものを負担金として計上させていただいてるということでござい

ます。 

○岩野 松君  今の関連をまず１点先にお伺いします。 

 １１８ページの災害廃棄物処理の問題です。私も２,６４０万円のうちの２,５５５万円が

分別でなく運搬費だということで、該当する人たちが約１０軒というふうに今説明を受けま

した。私も全くこういうことには素人なものでお聞かせ願いたいんですけれども、解体する

より運搬費の方が高いというのが常識かどうか、まず１点お聞かせ下さい。 

 もうひとつ地震関係のことでお伺いしますけれども、先程義援金の問題がいろいろ出てい

ました。義援金の考え方は、例えば国や県があれしてくる今のこの全壊の人たちに３００万

まで、いろいろな補填やこれから生活する支援も含めて使える３００万円とか、世帯だと４

００万円を限度というものがありますけれども、その他に２００万円は義援金としてその世

帯に、現金というかそういう形でおあげするというふうに理解してよろしいのかどうか、と

いうことももう１回お聞かせください。 

 あと具体的にページ数でお願いします。９８ページの「すこやか誕生祝い金」について、

どういうことかちょっとこう説明で、わかりませんでしたのでお伺いいたします。 

 それと、１２０ページの「井戸台帳管理データベース作成事業」「基地台帳管理データベ

ース作成事業」ということもあわせて・・・墓地ですか、すいません、墓地台帳。お願いし

ます。みんな大和かもしれません。 

 それと１９８ページの総合スポーツクラブマネージャー業務委託料というのは、どういう

内容なのか。以上です。よろしくお願いします。 

○環境課長  まず災害廃棄物処理事業費の方の下段にあります、８４万６,０００円という

のがございますが、これは、分別が現場でできなくて細かくなったものを、島新田の一角を
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借りまして、そこでシルバー人材センターの方から、仕分け、分別をさせていただく事業で

ございます。 

 あと、運搬費と処理料をどちらが高いかどうかということですけれども、とりあえずは私

ども予算にあげるときに、一応業者と保健所と相談しまして、まだ、魚沼市さんと十日町さ

んの方で単価が決まっておりませんが、一応運搬費の方では、いろいろ距離等も違いますが、

一応、トンあたり１万３,４００円。処理の方で１トンあたり２万３,０００円弱で一応積算

させて予算計上させていただきました。 

○福祉課長  義援金の考え方についてお答えいたします。この義援金の考え方につきまし

ては、従来というか今までにあった災害救助法だとか生活再建支援法の対象とは全く別の考

え方でありまして、この義援金の配分額によりまして、それぞれ該当者の口座に振り込む、

という形で行われます。 

○保育課長  「すこやか誕生祝い金」の質問でございますが、これは旧六日町時代ではな

かった事業でありまして、既に旧大和町さんでは行っていた事業で、合併後新市において、

新たにまたここで取り組むことになったということでありまして、子育て支援という立場か

ら、第３子、第４子につきまして、それぞれ３子にありましては１０万円、４子にあっては

２０万円をお祝い金として差し上げた中で子育て支援をしていきたい、という主旨の内容の

事業でございます。以上です。 

○商工観光課長  それでは１２０ページの井戸の台帳管理と墓地の関係がございますが、

詳細の部分につきましては担当が環境の方でございますので、そちらの方で補足説明をいた

だきたいわけでございます。まず井戸につきましては、六日町と大和町両方で実施をしてご

ざいまして、おおむね各６００万円がちょっと切れるぐらいという内容でございます。これ

につきましては井戸を個々に把握をして、その住所や場所等をパソコンの中に入れていくと

いうような内容のものを作る、というようなことで私の方で伺っております。それから墓地

につきましてもやはり同じようなことで、どこにどういう墓地があるということを一目瞭然

に見れるような、要はボタンをぱっと押すとどこか出てくるというような内容のものだとい

うふうに私は伺っておりますが。以上です。 

○環境課長  雇用の関係ですので、ちょっとここで人数の関係を説明させていただきます。

一応六日町地域から４名、平成１６年７月１日から１６年１２月１７日でしたかね、までに

予定になっております。また大和地域の方からは５名、７月１日から１１月の３０日。いず

れもハローワークを通じての雇用になっております。 

○社会教育課長  １９８ページの「総合スポーツクラブマネージャー業務委託料」の関係

でございますが、これは知識技術を有するものを１名に対して、市の方で業務委託を行って

おります。業務の内容でございますが、総合型地域スポーツクラブというのがございまして、

そのモデル事業の実施のための事務、それから水泳指導等々を行っております。以上です。 

○岩野 松君  いろいろありがとうございました。まず９８ページの「すこやか誕生祝い

金」の５００万円というのは、ずいぶん乳幼児のそういうあれにしては額が多いなあという
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感じはするんですけれども。では大和町でのデーター的にお聞かせ願いたいんです。いつ頃

から始まって出生率が若干向上したかどうかということもちょっと、データーでは効果があ

るかどうかということをお聞かせいただきたいと思います。私は乳幼児医療費の無料化をお

願いしたいと思っていまして、これに比べるとずいぶん多いなあという思いもありますので、

あわせて内容をお聞かせいただきたいと思っています。 

 それから、井戸の台帳とか墓地のことは、そうすると今度パソコンにそれぞれ皆さんの持

っているのが、全部データーで出るというふうに考えてよろしいのでしょうかどうでしょう

か。以上です。 

○保育課長  まず最初にこの予算の根拠ですが、第３子につきましては一応３０人で１０

万円という内容でございますし、第４子については１０人で２０万という内容でございます。

それで旧大和地域の実績はどうなのかというのはちょっと、今手元に資料がございませんの

で、今議会中によろしければお答えをさせていただきたいと思いますが、出生率の関係で申

し上げますと、平成１５年度の実績では年間３９２人、それから平成１４年度も同じく３９

２人、平成１３年度が４０８人と、いうことで、出生率につきましては年々減少傾向にある

ということです。でありますが、そういう意味、そういう中の支援策として、第３子あるい

は第４子を一生懸命産んでいただいた方には、何がしかの支援をしていきたいという主旨の

内容でございます。以上です。 

○商工観光課長  岩野議員さんのおっしゃるとおりでございます。ただこれは一般の皆さ

ん方に出せるデータということではなくて、あくまでも庁舎の内部で使用するデータだとい

うふうに、今伺いましたが。以上でございます。 

○牛木芳雄君  先程の質問にもあったわけですけれども、７２ページでしょうか、ＥＴＣ

車の補助金についてもうちょっとお聞かせをいただきたいと思います。合併協議会の中で、

大和町、旧大和町の悲願ともいえるインターの設置ということが掲げられたわけであります

が、ＥＴＣ専用のインター、スマートインターということです。先程の答弁によると、２０

０台ぐらいの通行を見込んでおると、これは目標だということです。それぞれ１８９台で、

今回の予算では４５０台を補助して、市民の皆さん方から利用していただこうと、こういう

ことだと思うんです。なかなかＥＴＣは、失礼ですけれども私なんかは使い勝手が悪いなあ

というふうには思っているんですが、それではやっぱりそれなりの経費かけてもなかなか普

及をしないわけですよね。できればこういうことであるなら、今後の運動として例えば一般

車でも通れるような、一般車でも利用できるようなインターの設置といいますか、インター

にできるようなそういうふうな運動、あるいはそういう見込み等々についてはどういうふう

にお考えであるか、まず聞かせていただきたいと思います。先程４９０台というふうに答弁

があったわけですが、５,０００円だとすると４５０台ぐらいになるんじゃないかなというふ

うに思っていますが、聞かせていただきたいと思います。 

 １２８ページ、細かくて恐縮ですが、農林課長ですか、農業経営の基盤強化と利子補給で

すね。これはスーパーＬ、スーパーＳという資金が数年前に――もっと前ですかね――でき
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てこれを低利の金利で貸付をするというふうな鳴り物入りで始まったわけです。なかなか利

用する側としては、申請が面倒であったり繁雑であったり、あるいはこれを受け付ける役所

の側――今は農林課ですけれども、なかなか職員の皆さんが、やはり繁雑だということで、

あまり六日町の例では、私の記憶違いでなければ利用者がなかったのではないかなというふ

うに感じているわけですけども。国の政策でもあるこういう有利な資金を、もっとこう借り

やすくて利用しやすいような方向での対策はあるのかないのか。 

 細かくて恐縮ですが断って言っているんですけれども、１３４ページですが分収造林あり

ます。これはかつて私たちの町の議会でも問題にした議員もいたわけです。例えば今、広葉

樹を切って、針葉樹を植えるというふうな議論があったわけです。私は今回はそれは言いま

せんけれども、例えばここへあがっている２つの地区があるわけです。そのうちの１つの地

区は私の近くですのでお話しますけれども、１.６ヘクタールもの斜面を丸裸にして、これか

ら雪が降る時期でありますし、例えば雨の降る時期でもあります。全くその斜面の下に住ん

でいる住民にさえも説明がなかった。「これこれをこういうふうにするわけだが」という説

明がなかったというふうに聞いてるんです。私は植林をするのは、針葉樹を多分植えると思

うんですが、良い悪いは別として、やはりその地元にそういうことをするときは話をするの

も然るべきかなというふうに思っていたんですが。その辺も含めて、３点を質問しました。

まことに細かい質問ですいませんでしたが、よろしくお願いいたします。 

○市   長  ＥＴＣの件です。数字のことについては後程課長が説明申し上げますが、

今度は市長車ということになりますが、今これにＥＴＣをつけてありまして、私も県庁いっ

たり、昨日一昨日はさいたま、深谷、千葉県岬町とまわってきましたけれども、非常に便利

であります。そういうことも含めまして大和のインターに、ＥＴＣ以外の通常のインターと

いう考え方は、私は持っておりません。このＥＴＣ専用でやっぱりいきたいと。これは必ず

そう遅くない時期にＥＴＣが相当普及するものだというふうに実感として考えております。

ですので、今４５０あるいは４９０台、１日平均２００台の通過をとにかく何とか目指して、

仮でなくて本設置というふうにとにかく漕ぎ着けたい、そういう思いであります。ＥＴＣで

十分インターの、なんといいますか目的は達成するものだというふうに私は考えております。

数字はお願いします。 

○企画情報課長  インターのこの補助金の総額ですけれども、２２５万円の予算計上です

けれども、この４５０台分が今予算にはあがってるわけです。全体では４９０台分というこ

とになります。既に合併前に払っているものがありますし、その後、交付請求しまして、新

市になってまだ支払いきっていないものがあるというようなことの中で、総額では４９０台

分を目指しているわけです。国はインターの利用率、稼働率は今市長が言いましたように、

相当あげるべく研究してるわけですけれども、実際の湯沢町等のインターの利用率が２０パ

ーセント程度らしいんですけども、それを国は補助でてこ入れをしながら５０パーセント程

度までに引き上げていきたい、というような考え方を持っているようでございます。それか

ら、今回は試行というか、試験運行でございますので３ヶ月というようなことがありますけ
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ども、皆さん方の利用率ですか、高めていただければ、これが実際の本当のインターという

ことになりまして、そういったことでもって今後対応していきたいというふうに考えてるわ

けです。 

○農林課長  まずスーパーＬ資金の利用勝手が悪いというようなことでございますけども、

これにつきましてはご存知のように、認定農業者が対象になってるということで、経営資金

ですとか、農業の向上のために借り入れ等をするという際の資金でございます。これにつき

ましては当然国の方から大部分の利子補給があるという中で、審査会等が開かれるというよ

うなことになっておりますので、何でもいいから借りるというわけにはいきませんけども、

できるだけそれらの審査期間等を短くするとかする中で、できるだけ借入者に迷惑のかから

ないような審査等についてはしていきたいと思います。ですがその要件等を下げるというよ

うなことは、これは国の方の定めでありますので、町単独ではできないということになりま

す。 

 それから分収造林につきましては、市等の山林等の造林になるわけでございますけども、

特に六日町のその１６年度の当初の事業等については、私はちょっと議員がおっしゃること

について承知しておりませんけども。この事業につきましても、当然山林を、造林したり育

成したりというようなことになるわけでございますので、事業主体としては森林組合等にお

任せするとしても、地域の合意といいますか、それらも踏まえた中で、これからはしていか

なければならないと。針葉樹だけでいいのか、広葉樹等も植え付ける必要があるのではない

か、という意見もございますのでその辺も、経済的な部分もありますから、広い意味で検討、

調整する中で、今後は分収造林等についても、努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議   長  質疑を終わることに異議ありませんか。 

（「続行」の声あり） 

○上村 守君  長くなって恐縮ですが。私はこの予算書を見て、どこの項だとか何ページ

だとかとは言いませんが、補助金、それから委託料という項目が非常に多いんです。それで、

これは合併協議の中でも私は何度か旧町長にも申し上げたんです。例えばですね社会福祉協

議会、土地改良区、観光協会、森林組合ですね、商工会、シルバー人材、等々いわゆる外郭

団体に対する補助金がございます。こういうものは、我々行政の側は合併をしたわけだから、

まあ社会福祉協議会は一緒に合併をしますよという話になった。しかし商工会はまだ合併を

しないのだと。あるいは、観光協会は両町で合併をしないといったけども事は進んだ、とい

うように聞いてるんですけれども。 

そういう状況も、どう把握をして、私はこういういわゆる外郭団体についての補助金は、

できるだけ市長の指導性を発揮してもらって、例えば土地改良区であれば、六日町の土改あ

るいは五城土改は理事長さんは非常勤だと。ところが大和郷の土地改良は、土改の理事長は

常勤なんだと。そういうものを、また合併を勧めるなり指導力を発揮をしてもらって、そう

いう外郭団体の経常経費を減らして、補助金もできるだけ節約をするという指導性を発揮し
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て欲しいと思ったんです。ですが先程の財政課長の説明ですと、「両町が持ったものを持ち

寄って、ここ数ヶ月間だからそれで乗り切りましょう」という言い方をされたんですが、私

はどうもそういうことでは納得できないんで、いわゆる外郭団体の合併に対する議論が、我々

が合併議論をしていた以降どういう進み方をしたのか、あるいはその補助金に対する考え方

を市長はどういう姿勢で臨んだのか、これをお聞かせをいただきたいと思います。 

 もう１点は委託料であります。いっぱい委託料があって、行政でやらなくていいことは民

間にお任せしましょう、という姿の中で委託料というのが組まれていると思うんです。私は、

行政を合理化したけども、双方が寄って、わざわざ委託しなくてもいいのが――今役場が２

つ寄って市役所になったので、わざわざ外部へ委託しなくても職員が自らやることによって

委託料を削減できるような部分があるのではないか、そういうふうに思っていたんですよ。

しかし、そうはなっていないようで、さっきの財政課長の話と同じように「両方の委託料を

持ち寄って、足して半年乗り切りましょう」という考え方のようですが、私はこれも、少し

精査が必要であったのではないかと思うんです。例えばですよ、市長を前にして失礼かと思

いますが、ここに市長の専用車の委託料がのってるんです。ところが両方の町の運転員さん

は寄ったら――今は除雪の関係で仕事は大変あるようですけども――私は外部委託に出さな

いで、その運転員の人たちの手の空いた人から市長の運転をやってもらったら、ここにのっ

ている予算は執行しなくても済むんではないか、というふうにこの予算書を見て率直に思い

ました。この補助金委託料に対する考え方を少しきちんと聞いておきたいと、こう思ってお

ります。よろしくお願いします。 

○市   長  まず最初に補助金部分といいますか、外郭団体の合併に対する取り組み状

況でありますが、ご承知のように社会福祉協議会は合併をいたしました。新しく南魚沼市社

会福祉協議会がもう発足をいたしております。 

それから、観光協会も南魚沼観光協会ということで、一応合併をして発足をしております。 

商工会はですね、これはいろいろ県の補助金制度との関連もありまして今、合併をいたし

ますと、県からの補助金が打ち切られる状態、いわゆる組織率が非常におかしくなるという

ことであります。それで当面は合併をせずにその推移を見守りながら、いずれは合併をしよ

うと、そういう方向だというふうに伺っております。 

森林組合は２月１日に、これはもう南魚沼郡が一体となる合併に進んでおりまして、先般、

予備調印も終わりましたし、来年の２月１日が合併期日ということになっております。 

土地改良区につきましても、これはやはり塩沢町さんの一時、町村合併の方の離脱がござ

いまして、土地改良区としてなかなか、その土改の合併に進まなかったわけですけれども、

これから塩沢さんがもしもですね合併ということになりますと、一気に土地改良区の合併も

進む方向だろうと。私も進んでいただきたいと思いますので、そういうふうな、指導ではご

ざいませんけれどもお願いをしながら、広域合併を土地改良区についても進めていきたいと

いう考えを持っております。 

それで当然合併効果等があらわれまして、補助金が少なくなる方が私どもにとっても良い
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わけですが、まだ新年度部分につきましては、ちょっとこれからいろいろ要望を受けたり、

また査定をしたりであります。当該、この１６年度分につきましては、どこももう合併した

からすぐ職員が要らなくなったとか、そういう状態には至りませんのでとりあえず、六日町

と大和町で盛っていた予算を今のところあげてあると。当然また執行にあたっては精査いた

しますけれども、そういう状況だというふうにご理解いただきたいと思います。 

 委託料でありますが、これは市長車は委託で今やっております。その職員が余ってるとい

うことではありません。業務の関係の職員の皆さん方は今、上村さんがおっしゃったように、

これからまたそれぞれ仕事があります。それでこれを委託でやっておりますと、一番人件費

的に、なんといいますか効果があるのが、超勤関係であります。例えば昨日も、岬町から帰

って来ました。何とか５時までに着きましたので、これは時間より早く終わったと。例えば

７時頃、９時頃とかそういう予定をしてるわけです。そうなりますと委託の関係につきまし

ては超勤手当てとかそういうことが一切ございません。年間いくらとかですね、そういうこ

とで渡してありますので。ところがやっぱり職員になりますと、もう１時間幾らと、そうい

うこともずっと生じてまいりまして、非常に高額になるということです。ちなみに六日町が

平成１５年度、町長車にかけた費用が１,０００万円を超えております。１６年度、運転手を

交換したその効果で、約７００万円まで減っておりまして、この委託をしたことによって、

年間５００万円に減額されていると。ですから１５年度の半分で済んでいると、そういう状

況があります。ですから、これはされる委託はすすめていかなければならないと。ただおっ

しゃったように無駄の委託をなんてことは全く考えておりませんので、この執行にあたって

もまた十分注意をしながら、最小の経費で最大の効果を生むような、そういう方法を一生懸

命追求していきたいと思っておりますのでまたよろしくお願いいたします。 

○上村 守君  市長の答弁のとおりで私は受け入れますが、来年、１６年度の予算編成の

時点で、市長から十分なその補助金あるいは委託料、そういった私のような見方をする目も

あるわけですので、１７年度の予算を組む段階で、十分やはり配慮をして精査をしていただ

きたい、ということをお願いしておきたい。終わります。 

○議   長  以上で質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認め、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

○笠原幹夫君  私は本予算案に反対の立場で討論に参加したいと思います。 

 総額１１８億なにがしかの予算ですけれども、度々説明の中にもありましたように、大和

町と六日町の予定していた予算をそれぞれ持ち寄ってという話が出てきました。しかし、確

かに形ではそうでしょうけれども、当然南魚沼市としての予算になるわけですから、そうい

う意味で合併した町づくり、合併されてからの町づくりがどういう方向に進もうとしている

のか、そういうものがある程度見えるような予算を組むべきではないかというふうに考えて

います。特に今回は地震がきたということもあって、その対応とちょうどこの合併の出発点
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とが重なって、非常に大変だったと。今までの例から見ても大変な状況だったということも

十分理解されます。しかし、残念ながらやはり新しい、「新南魚沼市」というような面をは

って、誇れるような予算にはなってないんではないかという気がしてなりません。 

総額１１８億円ですが、前の予算に比べると約２５億円余計ですけれども、その内容は特

例債１４億円、それから災害の関係が５億円ぐらいで、そういうものが増えてるという状況

ではないかと思いますけれども、災害についても言えば、先程私は質問の中でも言いました

が、特例債をどうするかという点も含めて、いわゆる建設計画の具体化というのが遅れてい

るという中で、なおさら新しい町づくりが見えてこないという結果になってるのではないか、

というふうに考えるわけです。 

さらに予算の組み立て方でも、今回みたいな組み立て方が町村合併で塩沢町が入ってくる

ような状況が生まれてきた場合は、またしても３月以降そういう形がでるのではないか。し

たがってそういう点では、スタートの時点での、いわゆる腰を落ち着けた町づくりの出発が

なかなかできないという状況が続いてしまう、という点が懸念をされるわけであります。そ

ういう意味で私は、塩沢町との町村合併についても疑問を持っている１人でございますが、

そういうものにつながるような予算の組み立てになっているという点で、私は本予算に反対

をするものでございます。 

なお、もっとはっきり言えば、良いとか悪いとか抜きにしても、井口カラーが見えてこな

いと。本予算に井口カラーが見えないという点があります。 

今まで述べたような理由によって無理な面があるかとも思いますけれども、いずれにしろ、

いわゆる住民にとって「本当になるほど変わっていくんだ」と、「新しい町づくりに向かっ

てスタートに立ったんだ」というような思いを抱かせるような予算にはなっていない、とい

うふうに考えるわけです。そういった点を指摘をして、本予算に反対をするものでございま

す。皆さん方のご理解をよろしくお願いします。 

○議   長  ただ今の２６番議員の発言は、原案に反対の討論でありました。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

（｢なし｣の声あり） 

 ほかに。 

(「なし」の声あり) 

 以上で討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認め、討論を終わります。 

○議   長  採決をします。 

 第９号議案 平成１６年度南魚沼市一般会計予算、本案は原案のとおり決定することに賛

成者の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。よって、第９号議案は原案のとおり可決されました。 



 - 35 -

○議   長  次に、日程第１８、第１０号議案 平成１６年度南魚沼市揚水設備維持管

理特別会計予算、日程第１９、第１１号議案 平成１６年度南魚沼市国民健康保険特別会計

予算、日程第２０、第１２号議案 平成１６年度南魚沼市介護保険特別会計予算、日程第２

１、第１３号議案 平成１６年度南魚沼市老人保健特別会計予算、日程第２２、第１４号議

案 平成１６年度南魚沼市下水道特別会計予算、日程第２３、第１５号議案 平成１６年度

南魚沼市観光施設特別会計予算、日程第２４、第１６号議案 平成１６年度南魚沼市訪問看

護特別会計予算、以上７件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○市   長  （提案理由の説明を行う。） 

○農林課長    （説明を行う。） 

○総合市民課長  （説明を行う。） 

○福祉課長    （説明を行う。） 

○総合市民課長  （説明を行う。） 

○企業課長    （説明を行う。） 

○商工観光課長  （説明を行う。） 

○保健課長    （説明を行う。） 

○議   長  ７議案一括質疑を行います。 

 質疑をする際には、お手元の予算書の質疑カ所のページ数を言ってから発言して下さい。 

○種村俊夫君  国保会計についてお伺いいたします。担当委員会ですので、簡単に質問さ

せていただきますが、２５０ページです。雑入のところへ大和町と六日町の剰余金がのって

まして、暫定予算でも大和町は５,０００万円、雑入で繰り入れまして、２６４ページのとこ

ろに予備費としてその全額が次年度に繰り越されるというふうになっております。旧大和町

の委員会とか議会では、いつも問題になっていたのが「それだけの剰余金を出す必要がない」

という話だったんですが、しかしながらそれは、「激変緩和のためのそれはしょうがないん

だ」ということで私たちも納得してまいりました。現に旧六日町と旧大和町の国保税の想定

額は、現在２万円の差がございます。それで大和町としては原資としてその１億５,０００万

で激変緩和に対応するという、今までの委員会、議会での話し合いできたわけです。現実問

題としてこれを、１億６,０００万円を次年度に予備費、今年度特別インフルエンザなどが大

流行でもなければ、このまま私はいけるかと思うんですが。次年度のその国保調定額はどの

程度ぐらいになるかな、ということを１点お伺いしたいと思います。 

○総合市民課長  現在新年度の予算の編成中ということであります。ただ医療費の関係、

それから政府からの繰入金の関係等々、今精査をしている段階でございまして、はっきりと

どのぐらいの額ということが、今ちょっとここでまだ私の手元にございませんで、両旧町の

現在の調定ぐらいの額にはいくのではなかろうか、というふうには思っているところでござ

います。具体的にはっきりと申し上げられませんで申し訳ございません。 

○種村俊夫君  旧大和町の厚生委員会でもいつも執行部方はそう言って、ではいくらにな
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るんだという試算は全然してなくて、進んでいってしまっているんですね。だから、私達は

「激変緩和になりますよ」ということで納得してきたし、それが剰余金として残ってあと２

万の差はついてもそれが上がっても私たちはそういう――介護保険に関しましては六日町の

方が安いですので。で人間は六日町の方がいっぱいいますので――お互い合併のためには全

財産、借金も財産も持ち寄ってということですので。私はそれが使われて云々ということじ

ゃないのですが、実際の話、町民方に説明したりとかそういうときに、合併したから高くな

ったということになれば、またいろいろの問題がでてくると思うんです。ですから私はその

辺の試算をしていただきたいんです。この前の旧大和町の委員会でも「試算をしたのか」と

言うと、「してない、してない」ということだけで全然、答弁がはっきりしないんですね。

ですから、しっかりこういうことで１億６,０００万円も予備費として残しておいてね、繰り

入れられるわけですから。では２万円の差がどの程度になるのかと。私たち旧大和町の人は

いくらあげればいいんだ、六日町の人はいくら下がるんだ、ということぐらいは合併効果と

いうことで、きちんと試算して当然でしかるべきだと私は思います。 

今、ちょうど予算を組んでいるってことですが、大体国保税の調定額算定のときには、「医

療費の５パーセント伸びですよ、高額医療費何パーセントの伸びですよ、あと退職者がどの

くらい増えますよ」と大体の公式みたいなものがあって大体わかるのでしょう。ですからは

っきりとは言えないとは言いながら、１億６,０００万円のその予備費をもって大体どのくら

いになるのか。それをちょっと教えてください。 

○総合市民課長  大変申し訳ありませんが、私が今その部分の積算をしてございませんの

で、今議会中にお示しをさせていただきたいというふうに思いますので、お願いしたいと思

います。 

○中沢俊一君  老人保健、３１９ページについてお伺いします。医療給付費が当初の見込

みに比べて３億円アップ、という確か説明ありましたよね。４,４００円毎月１人あたり伸び

ているというような説明がありましたが、以前私は別の件で旧町時代に質問したことがあり

ますけども、この伸びというのが、私から見るとほんとに著しすぎるんです。国保の例をあ

げて申し訳ありませんが、１人あたりのその国保給付金というのが、旧大和、旧六日町結構

低かった。そこからのこの伸びなものですから、ちょっと本当に何が原因なのか、よく原因

を究明しておいて欲しいというふうに質疑申し上げた経過があります。これは他のこういう

類似の年齢構成もってる町村に比べて、正当な――正当というのも変ですけども――ちゃん

とした伸び率であるのか。またどういう原因があるのかちょっと調べてあったら教えて下さ

い。 

○総合市民課長  全国的にやはり老人医療費の伸びというのは、年々伸びておりまして、

１人あたりの医療費で――これは１５年度になりますが旧町で申し上げますと、大和町では

６０万４,０００円ほど。六日町では５７万４,０００円ほどになっております。県平均では、

これはちょっと１４年度になりますが６２万４,０００円ということです。一番県内で低いと

ころが羽茂町の４４万５,０００円ほどであります。それで先程も説明を申し上げましたが、
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平均受給者数については１０名ほどなんですが、そう大きく変わっておりません。１人あた

りの給付額が増えているということでございまして、これにつきましては、手術を伴う入院

の関係が大きいものと、そういう内容であります。 

○中沢俊一君  その辺の１人あたりの大体の目安が今わかりましたが、その伸び率がちょ

っと気になるんです。いま手術が多い、伸びてるという話を聞きましたが、何か原因がある

のか。本当に根本的に、衛生指導の面で問題があるのか、あるいはまた別の面で問題がある

のか。私は原因を究明しないことには、町民の健康に関わることですから、また税負担に関

わることですから、よく精査をして追求をしておいて欲しいと思っております。今のその伸

び率ですよ、伸び率について全国の平均であるとか県の平均であるとか他の町があるわけで

すけども、この４,４００円毎月伸びてるこれが、許容の範囲にあるのかどうかをひとつ聞か

せて下さい。 

○総合市民課長  許容の範囲がどの程度というのはちょっと申し上げられませんけども、

やはり医療費の伸びを抑えてくという、そういう取り組みというのは、たいへん必要なこと

だと思っております。そういう意味で、医療費適正化事業といいますか、レセプトの点検と

か、そういう事業を行っておりますし、また旧六日町では保健事業に取り組んで少しでも予

防に役立てるような形で、そういった事業を行っているわけです。そういう事業に取り組ん

で、いつまでも元気でいられるという方向にもっていかなければならないのではないかとい

うふうには思っております。 

○岡村雅夫君  戻りまして、国保の２５０ページですが、先程に関連しますけれども、両

町が合併するに対しての協議の中で、基金の積立目標、それは多分大和町は達成はしてない、

大体２億円という予定だったんですが１億３,０００万円ぐらいに多分なっていると思うん

です。基金残高がそうすると六日町さんはそれなりきの基金残高というような形になると思

うんですが、それでまた残額、剰余金を持ち寄った中でこういった今ほど指摘の部分がある

わけです。私は足して２で割って来年の国保税が決まるという問題ではないというふうにと

らえているのです。ぜひ、何故、何が違うのかと。私はよく医療環境が違うんじゃないかと。

ですから六日町が医療費が高いというふうに私はとらえてるんですが、その辺の分析をして

いただけると、いま剰余金をその分配、要するにならしに使って、若干六日町が下がったか

らよかった、という問題では片付けきれない部分があると思います。そうした中で、以前大

和町は４万円台ということもあったわけでありますので、１人当りの医療費が、国保税が。

そういった中で、何をやってきたかというあたりが、今後市民が望むところでもあり、また

施策的に展開してく部分ではないかなというふうに思いますので、保健課等々も、こう交流

をしていただいて、その何といいますか、原因を追求すべきでないかなと、いうふうに思い

ます。 

先程の合併効果という面からひとつ考えてみますと、旧大和町民にとってみれば、かなり

国保税が、一時的に１億円を使いましたので、下がったわけでありますけれども、今回今度

はこれを１億６,０００万円を、もし減税にあてるとしたならば、あがるわけであります。そ



 - 38 -

ういう点、非常に合併効果としては、大和町は大変な事態がおきるわけでありまして、逆効

果ですね。その辺、どういった方針を持つのかというあたりも、やはり担当課だけの問題で

はなく、どう処理していったのが一番両市民、要するに今度は新市の市民にとっていいのか

というあたりは、これはやっぱり市長がどう使えという部分だというふうに思います。今即

答できなくてもいいですけれども、非常に奥の深い問題でありますので、ぜひ研究をして、

その方針を出していただきたいなと思いますが、所信があったらひとつ、お聞きしておきま

す。 

○市   長  先程担当課長が話しておりますように、なかなかそのつかみきれない部分

ということで、今どうこうということは申し上げられませんが、基本はやはり、金を残して

おくばっかりが能でもありませんし、うまく使いながら市民の皆さん方の負担軽減をやっぱ

り最大限図らなければならないと、そういう基本で臨ませていただきたいと思っております

ので、またご指導よろしくお願いいたします。 

○議   長  他に。 

（｢なし｣の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  第１０号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

 討論なしと認めます。 

○議   長  採決をいたします。 

 第１０号議案 平成１６年度南魚沼市揚水設備維持管理特別会計予算は原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１０号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１１号議案に対する討論を行います。 

（「討論あり」の声あり） 

 討論がありますので、原案に反対者の発言を許します。 

○関 忠良君  それでは私は、本案に反対の立場で討論に参加します。ただ今の前段の質

疑にもありましたように、この保険というのは、自営業者、並びにサービス業者とか、本当

に所得の安定してない人たちのためにある組織でありまして、特にこの不況と震災この中で、

今後かなりの影響が出てくると思われます。その中で、通常でも年々保険税の滞納がどんと

広がって、保険証の発行停止とか、短期保険証とかそういう問題が増えているのが現実であ

ります。私たちは旧町の中でも、ちょっと保険税を引き下げるべきだという主張をしてまい

りました。しかし、本予算を見ましても、雑入で１億２,０００万円をうけて、さらに予備費

では１億６,０００万円。４,０００万円増やしているわけであります。ただ今の質疑にもあ
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りましたけれども、そうした中で、では今後の見通しはどうかということに対しても、なか

なか試算ができていないということであります。私は、そういう立場から、本予算はこの新

しい出発にはもっとこの厳しい、この南魚沼市民の現状を踏まえて、この剰余金を引き伸ば

すということじゃなくて、保険税をなるべく低く抑えるために切り替えるべきだ、というふ

うに感じた次第でございます。そういう立場から、本予算に反対するものであります。 

○議   長  原案に賛成者の発言を許します。 

（｢なし｣の声あり） 

他にありませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○議   長  採決をいたします。 

 第１１号議案 平成１６年度南魚沼市国民健康保険特別会計予算は原案のとおり決定する

ことに賛成諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。よって、第１１号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１２号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

 討論なしと認めます。 

○議   長  採決します。 

 第１２号議案 平成１６年度南魚沼市介護保険特別会計予算は原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１２号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１３号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

 討論なしと認めます。 

○議   長  採決します。 

 第１３号議案 平成１６年度南魚沼市老人保健特別会計予算は原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１３号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１４号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

 討論なしと認めます。 

○議   長  採決をいたします。 

 第１４号議案 平成１６年度南魚沼市下水道特別会計予算は原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。 
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（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１４号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１５号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

 討論なしと認めます。 

○議   長  採決をします。 

 第１５号議案 平成１６年度南魚沼市観光施設特別会計予算は原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１５号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１６号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

 討論なしと認めます。 

○議   長  採決いたします。 

 第１６号議案 平成１６年度南魚沼市訪問看護特別会計予算は原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１６号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定をしました。 

 次の本会議は１２月２０日午前９時３０分から当議場、議事堂でひらきます。 

 閉会します。ご苦労様でした。 

（午後４時４６分） 

 

 


